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従業員代表立法構想  

藤 内 和 公  

は じめに  

このテーマに関する学界の議論にはいくつかの波がある。1980年代末に労  

働時間に関する労働基準法が改止され，その際に労使協定が多数盛り込まれ  

たことから，学界で労使協定に関連してこのテーマに関する議論が行われた。  

その後，このテーマに関する議論は下火になっていたが，最近再びい〈つか  

の立法提案や意見表明が行われている。そこで，筆者もこのテーマにつき，  

従来の議論を踏まえて自分なりの意見を整理し，議論に参加したい。   

このテーマでは，一方で，現行労基法における過半数代表制を抜本的に従  

業員代表制として改革することが提案されている。他方で，このような改革  

提案に消極的な主張もみられる（1）。筆者は，以下に述べるように，立法により  

従業員代表制を整備すべきであるとの見解に与する。その理由は，労使協定  

を締結する過半数代表に関する法律規定ほ，労基法施行規則の改正（2）により  

徐々に啓備されてきたが，現行労基法では各種労使協定に法的効力が付与さ  

れていることに照らし，なお大きな不備を含んでいることにある。過半数代  

表は事業場の労働者全体の代表でありながら，事業場の労働者の過半数で組  

織する労働組合（過半数組合）が存在する場合にほ，自動的に過半数代表と  

しての地位が与えられる取扱いは，過半数代表が締結した労使協定の法的効 右  

力が及ぶ非組合員からみれば，なんとも納得のいかない取扱いであると受け 二  

止められる。過半数代表の権限が小さかった時期には，そのことに関する認  

識もさほど明確ではなかったとしても，現在のように過半数代表が多様な労  

使協定を締結する権限を付与されるとともに，その点の整備が強く求められ   
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ていると考える。筆者がこのように理解する背景には，従業員代表と従業員  

の関係は労働組合と組合貝の関係と大きく異なるという認識がある。すなわ  

ち，労働者が組合に加入することにより，組合は組合員から労働条件に関し  

て交渉して決定する権限を授権されている。しかし，従業員代表は法定機関  

であり，従業月の自発的意思にもとづく結合体ではない。したがって，従業  

員代表は代表民主主義原理に基づき，選出手続の民主性は組合役員選挙以上  

に重要な意味をもつことになる。組合が組合員批准投票などにより，重要事  

項の決定は直接民主主義によるのとも異なる。  

本稿では，現行労基法の過半数代表制に関する規定を独立させて，別の法  

律を制定することを念頭において議論する。過半数代表の権限を現行のまま  

とLて，選出方法の不備のみを整備するという議論もありうる。しかし，筆  

者は，就業規則の使用者による制定など，労働条件は労使が対等の立場で決  

定すべきであるとの法理念からみれば，現行制度は大きな問題点を含んでお  

り，また，職場に労働組合があると否とに関係なく，労働条件の決定・変更  

にあたり，使用者は労働者側の意見をもっと反映させるべきであり，現行労  

基法における過半数代表の権限は拡大させることが必要であると考えている。  

そこで，この見直し論議を契機に，筆者が望ましいと考える立法構想を提示  

したい。  

1．検討の基本的立場  

イ）制度設計を考える視点  

立法構想の議論では，いかなる立場なり関越関心で議論するかにより，問  

題の設定が異なってくる。この点で従来の議論をみると，つぎのような視点  

が窺える。①従業月代表にふさわしい選出手続を整備し，労使協定が労働者  

を法的に拘束する正統性根拠を明確にすることを重視する視点，換言すれば，  

石 代表民主主義を徹底させることである，②実現可能性を重視する視点（3），③従  
一  

業月代衷が機能するための条件を整備する視点（4）などである。このうち，（》は，  

従業員代表は，そのメンバーが事業場内の労働者代表にJ、さわしい選出手続  

を整備することによって初めて，従業月代表が締結する労使協定が労働者全  

体に拘束力を及ぼすことが正統化されると考えるものである。②は，立法構  
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想を提案し推進する社会的勢力はいるか，国会で立法化させる可能性のある  

内容か，を考慮するものである。②の内訳として、過半数組合と従業月代表  

の関係につき従業員代表を事業場の労働者全体の代表と呼ぶに足りる点に着  

目して論ずる場合と，さらに従業員代表に付与する規制権限との関係で，実  

現可能性を考慮する場合があ㌣）うる。   

それぞれに必要な視点であるが，いずれを重視するかにより，提案される  

構想も自ずと違いが生じてくる。筆者は本稿で，選出手続の議論と規制権限  

のそれを区別し，選出手続では①の視点を優先して制度設計してみたい。そ  

の理由は，前述したように，組合役員選挙と異なり，従業員代表選出では代  

表民主主義が強く求められるところ，現行法はこの点で明白な不備を抱えて  

おー），早急な整備が必要であると考えられるからである。それに対し，規制  

権限の点では，2段階で構想し，そもそも（彰の視点をノ考慮する必要はないの  

で，実現可能性の視点を考慮し，必要最′ト限度の改革提案にとどめ，就業規  

則の改革については，現行制度を前提とする議論と抜本改革の双方を論ずる  

ことにしたい（補論）。  

ロ）補完型か併存型か   

過半数組合と従業月代表の関係につき，事業場内に，労働者の過半数で組  

織する労働組合がすでに存在するとき，なお従業員代表を選出することが必  

要か否かにつき，過半数組合があれば，それを自動的に従業員代表として扱  

い，過半数組合がない場合にのみ従業員代表を選出するという補完型と，過  

半数組合の有無に関係なく従業員代表を選出する併存型がある。ここでは，  

先に示した検討の視点がはっきりと問われる。補完型は，過半数組合という，  

すでに信任を得ている存在があれば，それを優先させるという現行法制の考  

えと共通するものである。   

この点で，筆者は併存型が望ましいと考える。その理由は，従業員代表に  

おいては代表民主主義が不吋欠であー），過半数組合であるからといって，日  

動的にそれを労働者全体の代表として扱うことは不適切であると考えるか／J  

である。代表民主主義の原理では，その代表が選出母体労働者全体の代表で  

あるといえることが不可欠であり，とくに，労使協定が労働者全体に法的効  

力を及ぼす場合には妥当する。   

この点で，補完型が望ましいと主張する見解（5）は，その理由として，第1に，  
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すでに日本の労働組合の多くは従業員代表機能を営んでいること，第2に，  

補完型にしないと，組合の存在と活動の基盤を奪いかねないこと，第3に，  

そうしないと，法改正を推進する社会的勢力がいないことを指摘する。この  

点を考えるに，第1点では，過半数組合が事業場内で労働者を代表して協議  

等を行っていることを指す。筆者も，過半数組合がそのような機能を営んで  

いることを否定するわけでほないが，問題は，代表民主主義の原理に照らし，  

非組合月を含めた全労働者の代表であることまで求められか否かである。筆  

者は，それではなお十分な根拠にはなりえないと解する。代表として選ばれ  

たことにより，代表がさまぎまな権限を原則として単独で行使できるという，  

代表に強い権限を付与することが正統化されるには，代表選出にあたり，代  

表による権限行使の影響を受ける人々の確実な関与が求められると解される  

からである。第2点では，現在組合が担っている権限の一部を従業員代表が  

担当することにより，組合の活動範囲を狭めることは事実である。この主張  

は，企業別組合が現在担っている役割を不動の前提としている。しかし，そ  

のなかには組合が事業場内に存在しなくても，使用者は労働者側に関与を認  

めるべき事項がありうる。この議論を契機に，それを見直すべきであり，現  

在の役割に固執する理由はない。仮に従業員代表に一部権限を移行して併有  

させても，組合固有の役割は厳然としてあり，活動範囲は狭まるにしても活  

動基盤を奪われるというほどではない。第3点では，たしかにそうである。  

しかし，筆者は制度設計にあたり，選出手続の啓備ほ，仮に実現可能性が低  

くても，代表民主主義の観点を優先させるべきであると考えることによる。  

このように構想することほ，確かに過半数組合にとってひとつの試練である。  

しかし，長い臼でみて，過半数組合が過半数代表として活動するうえでは，  

組ノ告白身がそのような試練を経て活動するほうが，組合にとって好都合では  

なかろうか。過半数組ノ合が非組合員からも過半数代表として信任されること  

により，「自分達は君達の代表でもある」と主張でき，また，過半数組合は過  

半数代表としての活動においては，組合員のみならず非組合員の意見や利益  

を考慮することを余儀なくされるが，過半数代表としてはそれが望まれると  

ころであろう。   

筆者は，このように併存型を構想し，常設で，すべての事項を包括して管  

轄する型の従業月代表委月合方式が望ましいと考える。  
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2，従業月代表の規制権限  

従業月代表にいかなる労働条件規制権限を付与するかは，論者により議論  

の射程範囲に違いがあり，対立する点である。  

イ）従来の見解   

まず，現行労基法における過半数代表の権限を前提に，これを変更させる  

ことなく議論するもの（6）がある。この論者のなかには，実現可能性を重視して  

そのように主張する場合と，末組合企業でも将来，組合の成立・発展を阻害  

するような制度にするべきではないという認識のもとに主張する場合（7）がある。   

他方で，この議論の機会に ，一定事項につき従業員代表の発言権を拡大さ  

せる主張（8）がある。  

ロ）検討   

この論点の検討には，悩ましいものがある。一方で，従業員代表にある程  

度の規削権限を付与しないと，労働者が従業月代表にさほど関心を示さず，  

その結果，候補者に適任者を確保できず，うま〈機能しないおそれがある。  

他方で，従業月代表に大きな権限を付与するほど．組合の活動範囲が狭まり．  

その必要性が低下し，組合のない企業で新たに組合を結成する動機付けが低  

下するおそれがある。   

この点につき，筆者は，従業月代表が事業場内労働者代表であることに鑑  

み，その事項に関与させることが望ましいか否かで判断する。すなわち，組  

合の権限を大きく制約しない範囲内で，従業員代表に権限を付与させる。判  

断基準は，労働条件労使対等決定の原則および産業民主主義の観点から，職  

場に組合があるか否かに関係なく，使用者決定にあたり，従業員代表が労働  

者全体の代表として，それに関与することが望ましい事項である。とくに，  

事業場内で労働者全体に共通する最低限の労働条件基準に関してはそういえ  

る。この検討の際には，ILO条約など国際的なルーリレも考慮されよう。   

そこで具体的には，現行の各種労使協定締結，各種委月推薦のほかに，人 八  

事的事項ではすでに提案があるように協議扱いさせ，さらに，経済的事項に  

つき．大規模な生産方法の変更，事業場の移転・生産縮小などに関しても情  

報提供義務を課すことを提案したい。  
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人事的事項を協議対象とすべき稗由は，解雇・懲戒では，労働者に対する  

不利益取扱であり，その根拠の有無等につき労働者側と話し合うべきだから  

である。整理解雇ではこの点，すでに判例法現により確定した取扱いになっ  

ている。ただし，解雇・懲戒は個人の行動を理由とする不利益取扱であるこ  

とに鑑み，本人の不服がある場合にのみ，協議扱いすることも考えられる。  

また，配転・出向では，これは個人の問題であると同時に，事業場の人員配  

置に関わー），いずれも他の労働者にも影響を及ぼす可能性がある。  

さらに，経済的事項をこのように取扱対象とする理由は，仮に組合がなく  

ても，これらの事項に関しては，将来，労働者の労働条件に大きな影響を及  

ぼす可能性があるので，従業員代表側に情報提供すべきだからである。  

なお，就業規則につき筆者は，その記載事項が労働条件に該当する以上，  

労働条件労使対等決定の原則を適用するために本来，労使の共同決定扱いす  

ることが望ましいと考える。しかし，この点で現行制度と隔たりが大きく，  

この点では実現可能性を考患して，それは将来的検討事項として，別に補論  

で論ずる。  

ハ）予想批判′＼の反論  

このような提案に対し，「それは粗食権限を大幅に制約する（9）」「組合の交渉  

権限を弱めることは憲法28条に違反する」などの批判が予想される。  

これに対し，筆者は，産業民主主義の観点からみて，組合の有無にかかわ  

らず労働者を関与させるべき事項に関しては，ふさわしい関与を認めるべき  

であると考える。どの程度関与させるべきかは一律には決定できず，この国  

の労使関係の実情を考慮せぎるをえない。また，規範論との関係では，28条  

の中核的規範からは組合の排他的な交渉権限の範囲は重要な労働条件事項に  

限られると解される。賃金・労働時間以外の事項では，組合以外にも規制権  

限を付与する立法は，必ずしも28条に違反するとは解されない。  

3．労使協定の法的効力  

イ）法的効力   

代表選出方法を整備したうえで，労使協定に規範的効力を付与すべきであ  

る（10）。その要件を考えるに，第1に，形式的要件として，労使協定が規範的  
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効力を有する旨の法律による授権が必要であろう。労働協約でも現行法上，  

規範的効力を認める定めがおかれている。第2に，さらに実質的要件として，  

従業員代表は代表民主主義的原理にもとづ〈ことに鑑み，その者が労働者の  

信任をうけ代表とよばれるにふさわしいだけの公正な手続きで選ばれている  

こと，その者が当該事項を決定・処分することにつき，選出母体の労働者か  

ら授権されているとみられることが必要であると解される。後者の実質的要  

件は，形式上の要件を正統化するために必要であろう。労働組合の場合と異  

なり．労使協定で労働者側代表は，組合のように組合長一人ひとりから直接  

に労働条件規制権限を授権されているわけではな〈，信任の方法も異なる。  

労働組合が当事者となるのではなく，労働者代表が当事者となり，その代表  

に決定権限が法律により授権されているという代表民主主義においては，代  

表が選出母体有権者から信任されていることが決定的に重要である。法律規  

定は，単にそのように定められていることにより直ちに法的効果を生じさせ  

るわけではな〈，通常，そのような法的効果を生じさせる実質的な根拠を必  

要とする。ここで構想する労使協定は，この要件を充たす。なお，仮に労使  

協定が任意に，法定外の組合規制事項を定めることがあっても，それは法的  

効力を有しないと考えられる（11）。   

一仁‖こ規範的効力といっても，労働者個々人に及ぼす法的効力につき，筆  

者は，労使協定が定める事項の性格によー）区分すべきであると考える。労使  

協定の対象となる事項の性格を3つの場合に分類し，①事項が制定法上の権  

利である場合（例，計画年休，年休時の手当），②労働契約の範囲内でその具  

体的な内容を変更する場合（例，変形労働時間制など），さらに③労働契約の  

変更をともなう場合（例，時間外労働）とする。このように分類する理由は，  

①の事例では，労働者との労働契約に基礎をお〈ものではな〈，労基法の定  

めにもとづき発生する性格の権利ないし取扱なので，その運用は労基法の定  

めるところによー）設定・変更できると解される。そこでは正確にいえば，規  

範的効力という問題は生じない。（∋の場合には，現行労基法ではそれを労使  

協定が定めても，労働者個々人に法的拘束力が及ぶためにはさらに就業規則  

等における定めを必要とするところであるが，従業員代表が選出母体労働者  

の直接の信任を得ている場合には，労使協定だけで拘束力を生じさせると考  

えられよう。③の事項でも，時間外労働の取扱基準などは，②と同様の法的  

7   



265 従業員代表立法構想  

拘束力を有すると考える。ただし，（診では，時間外労働を命じるという義務  

づけは労働契約上の義務とは別に新たな労働義務を生じさせるものであり，  

そのためには本人の個別の同意が必要であり，労使協定という集団的な規制  

方法によってもなお，個々の労働者に時間外労働に応じる義務を負わせる拘  

束力は生じない。労働者にその義務が生じるには，さらに時間外労働に応じ  

る旨の個別の同意が必要であると解される（12）。  

ロ）労働協約との関係   

従業員代表の法定規制事項を協約が規制する場合，協約は原則として組合  

員を拘束する。協約は，当該組合員には優先適用される。それは少数組合の  

協約にも妥当する（13）。例えば，時間外労働につき，労使協定が「上限は過1n  

時間まで可」と定めるのに対し，同じ事項を定める協約が「週5時間まで可」  

と定める場合である。また，計画年休を例にとれば，労使協定が「自由年休  

を最低8日残す」と定めるのに対し，協約が「10日残す」と定めるときには，  

組合月に対しては協約が適用される。しかし，協約が「5日残す」と定める  

ときには，組合員といえども労使協定の基準を下回ることはできないと考え  

られるので，有利原則の適用を受けることになる。この点は．協約が少数組  

合のものでも過半数組合のものでも同じである。   

なお，過半数組合の場合には，通常は過半数組合役員と従業員代表委員が  

重なることが多いと予想される。形式上は，協約は組合月に通用されるだけ  

である。しかし，実際には使用者は労働者間における労働条件の統一的処理  

のために，非組合員に対しても同じ基準を適用することが多いであろう。少  

数組合による協約の場合にも，同じことが生じうる。ただし，これは事実上  

の取扱いにすぎない。  

「協約規制事項につき，たとえ従業員代表が共同決定権を持っていても組合  

の承認がない限り，従業月代表は労働条件規制をなしえない。」（14）との見解が  

ある。筆者は，組合員に関して協約が適用されるだけであり，非組合員に関  

する従業員代表の規制権限は依然として存在すると考える。  
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4．従業月代表の選出方法  

イ）設置，選出単位   

従業員代表を設置する事業場規模として，労働者数10人以上が提案されて  

いる（連合法案）。妥当であろう。任期は，2年程度が適切であろう。   

必要とあれば，全社規模で合同従業員代表委月会を設置できるとすること  

は，全社的に共通する経済的事項の情報提供に有益であろう。   

選出にあたり，労働者をいくつかのグループに分類して選出すべきであろ  

うが15）。特別な利害関係のある雇用形態，職種の労働者に対しては，グルー  

プを分けて選挙するものとするべきであろう。  

ロ）選出手続   

委員の選出は，比例原則にもとづく。それにより，少数意見の代表者も加  

えることが望ましい。   

選出手続の公正さにつき，従業員代表に付与される権限の程度により，求  

められる手続きの厳格さに違いがあることもありえよう。最低限の条件（事  

業場内の労働者全体の代表といえるべく，全労働者に立候補のチャンスが提  

供され，選ばれた者が全体から信任を受けていること）は法律で定め，その  

具体化の方法は各事業場の労働者の話し合いに委ねてよい。例えば，就業規  

則を共同決定するような権限が従業員代表に求められていないもとでは，定  

員内の立候補の場合に原則として信任投票が必要とされるが，誰にも異論が  

ないときには，信任投票手続を省くことも許されよう。事業場に過半数組合  

が存在する場合には，組合が推薦する候補者が選ばれる可能性が高いが，と  

にかく非組合月にも選出関与の機会を与えることが重要である。選出方法に  

つき，後で議論するが，従業員集会を制度化する場合には，そこで直接に選  

出することも考えられる（連合法案）。   

選挙は選挙管理委月会が実施することとする。それは，前期の従業員代表  

が任命する。初めての設置時には，①使用者による発議，②労働者3人（ま  

たは5人）以上の申立による。彼ら自身または彼らが推薦する者が選管にな  

る。法律で設置を義務づける方式をとらないかぎり，事実上，使用者のイニ  

シアティブにもとづく設置を想定せぎるをえない（16）との意見があり，フラン  
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スでは，選出は使用者の義務（17）とされているが．筆者は，労働者が自主的に  

選出するうえで選管方式が望ましいと考える。仮に，使用者がイニシアティ  

ブをとることを認めるとしても，それにも多様な方法がある。例えば，実施  

義務は使用者に課しつつ，しかし，使用者は労働者の同意を得て行う方法も  

ある。これは労基法でも，寄宿舎規則（労基95条2項）や労使委月会規程（労  

基則24条の2の4第7項）の作成にあたり，すでに経験のある手続きである。  

選出にあたり，事業場内に組合がある場合には，組合にイ酪補者リストを提  

案する権利を認めるという形で，組合のイニシアティブを認めることが望ま  

しいであろう。  

選挙を全国一斉に行う（18）ことは，労働者の関心を引き出すうえで有益であ  

る。  

ハ）選挙有資格者の範囲  

有資格者から，労働組合法2条但書1号に規定する，使用者側利益を代表  

する者を除くという提案がある（連合法案7項）。この提案の趣旨はよく理解  

できる。すなわち，使用者側利益代表者は一般労働者と必ずしも対等な立場  

ではなく，使用者側の利益代表者としての側面が残る以上，そのような者と  

一般労働者が一緒に選挙することは，とかく弊害が予想される（例，投票圧  

力を加える）。それ故に，なかでも管理監督者の場合は，従業月代表選挙で選  

挙権はあるが，被選挙権は認められない。これを考えるに，一般論とLては，  

提案のように一律に通用除外することは正当化しにくい。その理由は，賃金  

控除に関する労使協定など，彼らにも利害関係ある事項が労使協定で規制さ  

れることにある。もし．適用除外するならば，労組法2条但書1号は範囲が広  

すぎると考えられ むしろ，管理監督者（労基法41条2号）に限るほうが適  

切であろう。  

このような使用者側利益代表者の取扱いで最善な方法は，ドイツ法のよう  

に，彼らにも独白の代表を認めることであろう。そのためには，法律の定め  

こ が必要である。ドイツの旧法は上級管理職に代表ポスト1人を特別枠として ′′ユ  
ニ 付与Lていた。しかし，日本では運用上，これをとれない。その理由は，彼  

らの多くには被選挙権がないからである。しかし，次善の方法として，立法  

によりそのように取り扱うことを明記することは可能である。すなわち，管  

理職だけの送出単位を設け，通常は被選挙権がなくても，その選挙単位から  
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選出される者は，特別に被選挙権を認めるという取扱いである。これは，要  

件を充足する該当者がいない場合には特例を認めるという労基則6条の2第  

2項の一種の援用である。   

なお，労使協定が規制する事項のほとんどは，彼らには利害関係はない。  

なぜならば，彼らには労働時間規定の適用がなく，せいぜい賃金控除の労使  

協定が関係するにとどまる。  

5．従業月代表の運営，労使協定締結  

イ）運営に対する援助   

従業員代表の運営にあたり，使用者は介入することなしに，援肋すること  

を求められる。これは従業月代表が組合とは異なり，争議行為を認められず  

話し合いで問題を解決する制度であることの反映である。勤務時間中に賃金  

カットなしに委月全会議開催を認め，部屋や専門書の提供など，従業月代表  

が自らで方針を形成できるような支援が必要である。それによって初めて，  

労使が対等な立場で協議できる。そのための財政的負担を使用者が負うこと  

になろう。   

従業月代表委員に対しては，委員であることを理由に優遇も不利益取扱も  

してはならない（19）  

ロ）従業員集会の制度化   

従業扇が労使協定締結などのため意見交換を行うべく，従業月集会を行う  

ことを認めるか否かも争点になるt20〉。この点を考えるに，従業員代表は代表  

民主主義にもとづくので，従業員集会は必媚ではなかろう。しかし，重要事  

項の決定に直接民主主義を組み込むことも重要である。ただし，従業員代表  

にいかなる規制権限が付与されているかとかかわる。もし，就業規則を共同  

決定したり，また，労使協定に規範的効力を付与するのであれば，従業員集  

会は必須とみるべきであろう。その場合に，労使協定締結には集会の同意を  

要件とするか否かはまた別のことである。要は，直接民主主義をどの程度組  

み込むかの問題である。直接民主主義には，例えば，投票，利害関係ある労  

働者による意見表明など他の形態もある。また，仮に，従業月集会を制度化  

するとしても，大規模事業場や交代制勤務などの特別な事情のある場合には，  
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それとは別に部門別集会や代表者集会で代替できるとする余地もある。部門  

別集会では，部門により代表的意見が異なることがあり，従業員代表による  

最終的調整を認めざるをえないであろう。  

ハ）労使協定締結手続一山部労働者のみに利害関係ある事項  

労使協定に，多様な雇絹形態や特殊な利害関係にある労働者の意見を反映  

させる工夫を検討する必要がある（例えば，裁量労働制，パートタイマー固  

有事項）。この点で，外国における工夫例として，ドイツでは，年少者・職業  

訓練生に関係する事項につき，従業員代表はその代表と懇談しなければなら  

ず（69条），さらに，彼らの代表が従業員代表会議に出席する（67条）ことと  

されている。なお，ここでも最終的には，従業員代表が決定権限を有してい  

る。  

この参考例をみると，日本では，年少者代表別のような特別な制度はない  

ので，一部労働者と従業員代表が懇談する形がとりやすい（21）。また，女性労  

働者にとくに利害関係ある事項では，従業員代表のなかの女性委眉の過半数  

の賛成を必要とするという取扱いも考えられる。  

6．労働法体系上の位置づけ，従業員代表の性格  

イ）体系上の位置づけ  

労働法体系における従業員代表立法の位置づけにつき．見解の対立がある。  

一方で，これを憲法28条の一部とみる見解（22），広義の団体交渉権の一つとL  

てみる見解（23）があり，他方で，集団的労働法の一分野とみる見解（24）が対立し  

ている。そのほかに，憲法27条2項の系譜に含まれるとみる見解（25）もある。  

立法構想にもとづくこの議論の場合に，従業員代表にいかなる規制権限を付  

与することを前提にして議論するかにより，論者により念豆削こお〈ものが異  

なる可能性がある。  

六  現行法のように，過半数代表制に関する統一的な定めなしに，過半数代表  
一  

が労働基準法など随所に分散して定められる法律状態のもとでは，過半数代  

表制は必ずしも統一的な制度としては認識されずに，法律規制の一つの方法  

であると認識されるにとどまることもありうる。しかし，立法論として，従  

業員代表制を常設的で統一的な制度として設計する場合には，それに関する  
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規定群を新たな観点から把握し直すことも必要である。その場合には，現行  

労基法等で分散している規定が整理・統ノ合される。そうなれば；労基法とは  

独立した異なる法領域であることが，自ずと明らかになろう。たしかにこれ  

まで日本では，集団的労働法は労働組合に関する法律制度の意味で理解され  

てきた。しかし，従業員代表制という新たな法律領域が登場した時点では，  

「集団的労働法」も従来とは異なる意味で理解されよう。すなわち，集団的  

労働法には，労働組合にかかわる憲法28条を基礎とする領域と，それに属さ  

ない領域があることになる。労働組合以外の規制による集団的労働法として，  

従業月代表に関する領域が想定される。   

従業員代表制が，労働組合と性格を異にするものであれ相並ぶような位置  

を占め，労使協定が，労働協約と異なる方法であるが，個別的労働関係の法  

的効力を及ぼす場合には，組合とは異なる集団的規制方法として従業員代表  

制による規制が独立した法領域を形成すると解される。  

ロ）従業月集団および従業員代表の法的性格（26）   

従業月集団は法定のものである。それは団体的性格を持たず，自らは労使  

協定締結などの当事者になる資格を有しない。しかし，社団的要素を有し，  

事業場内の労働者の変動にかかわらず，一貫して従業員代表の－選出単位とな  

り，もし仮に従業員集会が制度化されるときには，集会の一母体となる。事業  

場の労働者がそれに編入されるのほ，本人の意思とかかわりない，法律にも  

とづく他律的な取扱いである。労働者はそれから離脱することを認められな  

い。従業員集会が制度化され，それが従業月代表を拘束する旨の法律規定が  

ない限り，従業員集団の意思形成は，拘束力を伴うものは単独ではなしえな  

い。   

従業員代表は，自らの名前で労使協定を締結する。その行為は従業月集団  

の行為ではない。この点は，組合が，代表者の名前ではなく組合白身の名前  

で労働協約を締結するのとは異なる。そして，従業月代表の権限の範囲・程  

度は法律の定めるところにより，組合のように労使自治で労働条件を形成す  

る権限はない。   

従業員代表は，争議権を有しない。  

ハ）従業月代表と従業員およびその集団との関係   

両者の関係は，代表関係であり，代理でほない（27」従業員代表が法定要件  
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を充足して労使協定を締結すれば，法律にもとづく授権により，それは労働  

者に法的効果を及ぼす。すなわち，従業員代表が労億協定を締結する権限は，  

労働者個々人からの授権によるのではなく，よって，労働者の私法上の代理  

ではない。参加権の権利主体は従業員代表であり，労働者個々人ではない。   

従業月代表の参加権行使により，労働者個々人に法的効果が及び，それへ  

向けて従業員代表一選挙が行われ，場合によってはさらに従業員集会が開催さ  

れる。しかし，それを根拠に個々人の権限が従業員代表に授権されるわけで  

はない。法律は初めから従業月代衷という粗放に対してのみ参加権を付与し  

ている。たとえ法律の要什を充足しても，現に従業員代表が選出されていな  

い場合には，その事業場では労働者側が参加権を行使する余地はない。   

従業員代表は従業員集団の総意を表象する存在であって，通常の機関・代  

表・代理などの概念には該当しない特殊な法的地位である（28）という理解があ  

る。これは代表という用語の定義とかかわるが，従業員代表は従業員集団か  

ら選出されており，その権限行使の法的効果が選出母体労働者に及ぶことが  

正統化されるという意味で，また，対使用者関係で従業月を代表するという  

意味で，従業員代表は従業員集団の代表であるといえよう。   

労使協定の法的効力の及び方も，労働者個人の意思を媒介とせず従業月代  

表の意思により一律的に及ぶ点で，労使協定締結などの権限行使は集団的性  

格を持ち，集団的労働法に分類されるゆえんである。   

両者の関係を，組合と組合員の関係と対比すると，その特徴が示される。  

組合では，スト実施などの重要事項の決定は組合員投票という直接民主主義  

によるのに対し，従業員代表は代表民主主義原理に基づくので，選出手続の  

民主性は組合役員選挙以上に重要な意味をもつ。本稿で，代表民主主義を強  

調したゆえんである。   

代表民主主義という点では，議会も同様であるが，議会と住民の関係とは  

大きな遠いがある。議会は与えられた事項を単独で決定する権限を有するの  

に対し，従業員代表は使用者と協議し労使協定を締結するなど，多くの場合  

には単独で決定しえない。従業月代表が単独で決定できるのは，従業月集会  

か制度化された場／斜こ，議題や開催時期などの事項にとどまる。従業員代表  

の意思決定は，「最終的にいかなる労使協定を締結するか」の判断では確定的  

であるが，何を労使協定案として出すかは交渉相手があっての話である。議  
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会に対して，住民は住民投票とし、う形で，特定議題につき，直接民主主義の  

方法で態度表明できる。もっとも，実際の住民投票条例は，投票結果が直ち  

に首長を拘束すると定める例はなく，首長は投票結果を尊重しなければなら  

ない旨を定めるにとどまる。  

＜補諭＞就業規則法制の改革   

本稿で述べたように，筆者は，就業規則が定める事項は広義の労働条件で  

あることから考えて，本来は，就業規則は労使が共同決定すべきであると考  

える。しかし，本稿では，従業員代表の規制権限に関しては実現可能性を考  

慮するという立場から，就業規則を共同決定扱いすることは将来的課題とし，  

それには立ち入らなかった。ここで，補論として，共同決定扱いすると構想  

した場合に生じる論点を，この機会に検討しておきたい。  

イ）労働組合の規制権限との関係   

もし，就業規則を共同決定取扱いするとしても，就業規則記載事項のうち，  

賃金，労働時間および退職金は従業月代表の共同決定対象から除かれるべき  

であると考える。その理由は，それらは組合の排他的な交渉事項であり，憲  

法2R廉からは，重要な労働条件は組合による規制に任せることが求められて  

いると考えられるからである。   

それでは，いかなる場合に，それらの事項を就業規則から除くかが問題と  

なる。従業員代表は平和的話し合いによって問題を解決するという役割を担  

っており，団結体である組合の役割に代替できない。したがって，組合間有  

の規制領域に踏み込ませるべきではなく，事業場に労働組合があるか否かに  

かかわらず，賃金，退職金および労働時間の長さというような重要な労働条  

件事項には従業員代表は関与できないと考えるべきであろう。   

このような私見に対し，「組合または協約による賃金規制がない場合，賃金，  

労働時間を使用者が単独で決定することは，労使対等決定原則に反する。」「組  

合がない場／飢こは，使用者が単独決定することになり，ほかの事項が共同決  

定扱いされることとバランスを欠く。」などの批判が予想される。指摘は事実  

である。ここで筆者は，憲法28粂からみで29），奪うことのできない組合国有  

の規制権限は何かという観点から考えて，指摘されていることを了解のうえ  

で主張する次第である。（30）  
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ロ）労使合意が成永二しない場合の取扱い  

仮に共同決定扱いする場合，労使合意が成立Lないときの紛争解決（仲裁）  

手続きをいかにするかが，問題となる。合意が成立しない場合には，第三者  

機関なりが仲裁裁定を下すことになる（3⊥）。  

紛・争管轄機関としては，現行の労働委員会または地方労働局紛・争調整委員  

会などの企業外の常設機関を利片」うること，または，当該企業の労使の合意  

にもとづき，同数構成の労使委員と小立の議長からなる仲裁委員会を設置す  

ることが考えられる。当該労傾が，いずれかを選択することになろう。仲裁  

機関は，関係する労働者の利益と便相・者の利益を総合的に考慮して裁定を下  

すことになろう。裁定三に異議がある場斜こは，裁判所による審査を受けるこ  

とになる。なお，事項の性格が利益紛争か権利紛争かにより，仲裁裁定Ⅰこ対  

する司法審杏の判断基準に違いが生じることはあろう（32）。これは，最初の就  

業規則作成でも途中の変更でい付＝ニである。仲裁手続の費用も使用者が負担  

する。  

この点につき，長渕氏も，就業規則作成を労使共同決定とすることを提案  

する（33）。ただし，合意が成立しない場合，行政機関による調整を申請できる。  

それでもなお不首尾の場合には，便川者が就業規則を決定こととする。この  

提案を検討するに，一ノブで，共同決定を主張しつつ，他方で，不首尾の場合  

に使用者の単独決定とL、そのうえで司法審査に付すことは一貫Lないと思  

われる。もし，共同決定放いするのであれば，それが不首尾になった場合に，  

共同決定に代わりうる手続きによる必要があろう。さもなければ，使用者は  

本気で労使合意をめぎす話し合し、をしノないであろう（34）。  

参サ文献：   

毛塚勝利「就業≠脚憬満仲珊縄臥．ミと検了訂課題」乍十り労働法145ぢ－（1987年）64頁以ドニ毛   

塚（D   

西谷敏「過・や数代表と労働番代友姜＝会」tl本労働協会雑誌356リ・（1989年）2貞以卜，   

北岡正障『経営孝加騰の研究・酢誹M（1992年，法相文化祉）   
毛塚勝利「わが［削二おける従業王寺代走法制の課題」‖本労働法一羊会読79リり992年）129   

頁以下＝毛塚（卦  

11本労働相究機構編『従業ii代表制を考える・上巻．什（199：i年，Ll本労働研究機構〕   

粗井常喜「労働保護法と労働者代表制」外尾古‘輔『労働保護法の研究』（1994年，有射抑   

27頁以F   

中村圭介「従業＝代夫制．論議で忘れられていること」ジュリスト1066リー（1995年）136頁  
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毛塚勝利「組合機能と従業員代表制度」連合総研編『参加・発言型産業社会の実現に向け  

て』（1997年）105頁以下＝毛塚③  

野川忍「変貌する労働者代表」岩波講座『現代の法・12巻』（1998年，岩波書店）103頁以  

下  
連合法案，連合編『新しいワーキングルールの実現をめざして』（2001年）  

大内伸哉主査『介筆内労働者代表の課題と展望』（21〕01年，労働問題リサーチセンター）＝  

大内編とする。  

（1）たとえば，道草哲也「労傭関係法の将来」日本労働法学会誌97号（2001年）202頁，   

大内編64頁（小西康之執筆）などである。その理由として，従業員代表は使用者主導に   

よる組織つくりとなる可能性が高し、こと，組ノ合の発展を阻害することなどが挙げられて   

いる。  

（2）1998年改正により，労基則6条の2が整備された。  

（3）毛塚②140束，中村140頁。  

（4）毛塚②142頁，日本労働研究機構編108頁（小薦典明執筆）。  

（5）毛塚②】4D頁，毛塚③111頁。  

（6）粗井，大内編64頁（′ト西）。  

（7）大内編64頁（小西）。  

は）毛塚②146頁，同③113頁は，現在，組合や従業月組軌が担っている労使協議事項のう   

ち，使用者が単独で決定することができる事項のなかで，人事的事項（解雇．配転，出   

向．懲戒：一 につき協議させることを提案する。  

（9）大内伸哉「労働者代表に関する立法政策上の課題1日本労働法学会誌97号（2001年）   

222頁。  

（1q）同旨，西谷13頁，激井58頁。  

（川 同旨，毛塚②147頁。  

（lカ ニの点の議論は，藤内「労使委員会による労使協定代替決議」岡‥J大学法学会雑誌53   

巻1号（2003年）と重なる点があることをお断りしておく。  

（相 同乱 毛塚①67貞〕  

（14）毛塚G）66頁。  

（l与）ドイツ車糞所組織法15粂1項では，〔雇用形態および性別にもとづく構成〕（】）従業員   

代表委月一会は，できるかぎり個々の組織分野および事業所で働いている労働者のさまぎ   

まな雇用形態の労働者から構成されるようにするものとする。（2）もし従業月代表委員会   

が3人以上で構成されている場合には，労働者のなかで少数派に属する性別ほ，従業月   

代表委員会のなかで少なくとも人数に比例して代表されねばならない，と定められてる。   

法律条文の翻訳は，日独労働法協会会報4号（2003年）65真以下参照。  

（凋 大内編280頁。  

（叩 大内崩136頁。  

（咽 毛塚③112乱  

（19）西谷12頁。  

錮 西谷12頁，籾井57頁および連合法案はこれを制度化することを提案する。さらに，西   

谷，粗井は，労使協定締結にあたり，集会の決定は従業月代衷を拘束するとみる。  

¢l）同旨，西谷13頁。  

¢2）′ト馬典明「労使自治とその法理」日本労働協会雑誌333旨（1987年）16頁。  

田 中山和久「団体交渉権とその法的構造」現代労働法講座4巻（1981年，総合労働研究  
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所）14頁∩ ただし，その「団体交渉権」は臥生やILOにおける用語例であり，憲法28  

条のそれと同じか否かは必らずしも明確ではない。  

伽）片岡昇「労働団体法の変容と課題」法学論叢122巻2－4号29頁，光岡143頁，379頁参  

照。  

¢5）籾井39頁。これは労働者保護法上の労働者代表制であり，経常参加法上のそれではな  

いと主張する。  

（姻 この点に関するドイツの議論につき，光岡1：i4頁参照。  

㈲ 毛塚（診140頁。  

朗）光岡145頁。  

鋤 このように述べるのであれば，本来ここで筆者の憲法28条論を展開すべきところであ  

るが，現在，筆者にはその準備がなく，それは将来の課題としておきたい。  

伽）このように構想しても，少数組合が賃金を規制するような場合を想定して，労働者全  

員に適用される就業規則に賃金，労働時間を記載させる必要性ほある。その場合には，  

就業規則に記載させる意味は，「使用者が決定する」ことではなく，労働者仝月に周知  

することにある。この場合には，就業規則に記載される事項により，記載の意味は異な  

り，共同決定したことを意味する場合と周知する意味の場合があることになる。  

糾）同旨，西谷14頁。  

碑 藤内「ドイツの事業所組織法における調整委員会制度」季刊労働法158号（1991年）  

151頁。  

伸 長渕満男「就業規則法制の立法論的検討」労働法律旬報1170号（1987年）5頁。  

朗）同旨．西谷14頁。  

（とうない・かずひろ）  
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